
 

 

令和５年 第６回 

 

 

福岡市中央区選挙管理委員会 

 

 

令和５年４月６日 

 

（くじの実施） 

福岡市議会議員一般選挙における開票立会人を定めるくじ 

 

（議案） 

議案第31号 福岡県議会議員一般選挙における開票立会人の決定について 

議案第32号 福岡市議会議員一般選挙における開票立会人の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

次回開催日      令和５年４月９日（日）10：00～ 区長応接室 

                      20：45～ 中央体育館 

次々回以降の開催日  令和５年５月19日（金）10：00～ 区長応接室 
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（くじの実施） 

議案第27号 

 

   福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙における開票立会人を定める

くじの方法について 

 

 令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙につき、中

央区開票区において開票立会人を定めるくじの方法を次のように定める。 

 

  令和５年３月30日 

 

                   福岡市中央区選挙管理委員会 

                    委 員 長  妹 尾  俊 見 

 

 

 

 

 

 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

 (1) くじはくじ棒により行う。 

 (2) 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。 

 (3) くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に

入れ、くじ箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固

有番号の者を開票立会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

 (4) 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上ないときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。 

 (5) 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上あるときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者ご

とに次の要領でくじを行う。 

  ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。 

  イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有

番号の予定者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

  開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１(5)に準じてくじを行う。 
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議案第31号 

 

   福岡県議会議員一般選挙における開票立会人の決定について 

 

 令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙につき、中央区開票区において候補者か

ら開票立会人となるべき者として届出のあった次の者を開票立会人に決定する。 

 

  令和５年４月６日 

                   福岡市中央区選挙管理委員会 

                    委 員 長  妹 尾  俊 見 
 
別紙のとおり 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項の規定による。 

 

 

  

公職選挙法 

第六十二条 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるも

のの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつ

て開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定

めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡した

とき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下され

たとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候

補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たること

を辞したものとみなされる場合を含む。)。 当該公職の候補者 

二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出

政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者

の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が

取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第

十一項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の

規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項

の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等 

 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届

出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理

委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。 
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議案第32号 

 

   福岡市議会議員一般選挙における開票立会人の決定について 

 

 令和５年４月９日執行の福岡市議会議員一般選挙につき、中央区開票区において候補者か

ら開票立会人となるべき者として届出のあった者のうち、次の者を開票立会人に決定する。 

 

  令和５年４月６日 

                   福岡市中央区選挙管理委員会 

                    委 員 長  妹 尾  俊 見 
 
別紙のとおり 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項の規定による。 

 

 

 

第六十二条 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届

出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会

人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をも

つて開票立会人としなければならない。 

 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、

第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又

は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たること

を辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみ

なされる場合を含む。) 当該公職の候補者 

 

二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政

党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届

出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下

げられたものとみなされる場合を含む。) 当該候補者届出政党 

 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一

項の規定による却下があつたとき 当該衆議院名簿届出政党等 

 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規

定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規

定による却下があつたとき 当該参議院名簿届出政党等 

 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出に

かかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会

がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。 
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